
１．通関業法第二条第一号に規定する通関業務

２．通関業法第七条に規定する関連業務

を佐川の指定する通関業者に委託すること

西暦　　　　年　　　月　　　日

輸出入者符号

法人番号

住所

社名 印

代表者

電話番号

ただし、本委任状の有効期限は　　　　年　　　月　　日より　　　　年　　　月　　　日迄とする。

両者、異議のないときは更に1カ年延長し、その後の期間についても同様とする。

以上

委任状

当社は、佐川急便株式会社（以下「佐川」という）を代理人と定め、

輸出入貨物に係る下記の事項を委任します。

記


